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令和年月日 月曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
四
千
百
万
円
減
少
し
、

減
少
す
る
資
本
金
の
額
全
額
を
資
本
準
備
金
と
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

た
だ
し
、
同
時
に
株
式
の
発
行
に
よ
り
増
額
い
た
し
ま

す
の
で
、
効
力
発
生
日
後
の
資
本
金
の
額
は
同
日
前
を
下

回
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日

京
都
市
西
京
区
嵐
山
朝
月
町
二
四
番
地
九

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
カ
ン
パ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

森

由
樹
雄

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
万
円
減
少
し
、
減
少
額

全
額
を
資
本
準
備
金
と
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
二
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日
に
終
了
し
て

お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
日

掲
載
頁

一
三
三
頁
（
号
外
第
一
五
一
号
）

令
和
七
年
十
二
月
八
日

広
島
県
福
山
市
西
町
二
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
エ
フ
エ
ム
ふ
く
や
ま

代
表
取
締
役
社
長

内
海

康
仁

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
四
千
万
円
、
資
本
準
備

金
の
額
を
一
億
五
千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
一
号
ｍ
ｓ
ｂ
Ｔ
ａ

ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
田
町
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
タ
ワ
ー
Ｎ
二
三

階

Ａ
Ｔ
Ｆ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
橋

直
弥

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
三
九
七
七
万
六
〇
〇
〇

円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
五
億
一
六
八
三
万
一
六
七
三
円

減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
〇
万
円
、
二
億
八
三
七
〇
万

四
三
九
七
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
十
二
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
に
終
了
し
て

お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。
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令
和
七
年
十
二
月
八
日

東
京
都
文
京
区
向
丘
二
丁
目
三
番
一
〇
号

株
式
会
社
Ｌ
ｅ
ｇ
ａ
ｌ
ｓ
ｃ
ａ
ｐ
ｅ

代
表
取
締
役

八
木
田

樹

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
を
基
準
日
と
定

め
、
同
日
午
後
二
十
四
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を

も
っ
て
、
令
和
八
年
一
月
十
六
日
開
催
予
定
の
株
主
総
会

に
お
け
る
議
決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日

大
阪
府
堺
市
堺
区
砂
道
町
一
丁
八
番
一
五
号

株
式
会
社
井
上
設
備
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

竹
村

匡
史

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日

東
京
都
足
立
区
平
野
二
丁
目
一
六
番
一
六
号

株
式
会
社
東
貨
流
通

代
表
取
締
役

早
川

智

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日

東
京
都
新
宿
区
築
地
町
一
五
番
地

株
式
会
社
神
楽
坂
ハ
イ
ツ

代
表
取
締
役

青
柳

秀
繁

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日

東
京
都
新
宿
区
高
田
馬
場
二
丁
目
一
四
番
二
号

株
式
会
社
フ
ァ
ン
タ
ス

代
表
取
締
役

白
井

直
美

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日

岐
阜
県
大
垣
市
荒
川
町
六
五
八
番
地株

式
会
社
大
丸

代
表
取
締
役

伊
藤
誠
一
郎

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日

福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

関
門
海
運
株
式
会
社

代
表
取
締
役

和
田

邦
秀

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
日
本
に
お
け
る
営
業
所
を
閉
鎖
す
る
の
で
、
当

社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
カ
シ
ェ
ル
・

キ
エ
ロ
ン
・
ア
ン
ソ
ニ
ー
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議

の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日

横
浜
市
中
区
元
浜
町
三
丁
目
二
一
番
二
号
ヘ
リ
オ

ス
関
内
ビ
ル

Ａ
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ

Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
ｎ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ

ｓ

Ｉ
ｎ
ｃ
．

日
本
に
お
け
る
代
表
者

カ
シ
ェ
ル
・
キ
エ
ロ
ン
・
ア
ン
ソ
ニ
ー

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
六
千
九
百
万
円
減

少
し
、
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
一
日

掲
載
頁

九
十
七
頁
（
号
外
第
一
六
〇
号
）

令
和
七
年
十
二
月
八
日

福
岡
市
中
央
区
天
神
一
丁
目
一
三
番
二
号

ア
ク
ロ
ス
箱
崎
駅
前
特
定
目
的
会
社

取
締
役

小
林
健
一
郎

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日
掲
載
の
大
阪
地
方
裁
判
所

に
係
る
令
和
七
年
（
チ
）
第
三
二
号
所
有
者
不
明
建
物
管

理
命
令
に
関
す
る
異
議
の
催
告
中
、
物
件
目
録
の
登
記
記

録
上
の
共
有
者
「岸

野
小
夜
子

」
と
あ
る
の
は
「岸

野
小

枝
子

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日
（
号
外
第
二
百
三
十
五
号
）

公
布
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
号
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等

の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の

整
備
に
関
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

一
一
ペ
ー
ジ
一
九
行
目
か
ら
三
四
行
目
ま
で
を
削
除
す

る
。
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